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「プラス・セキュリティ知識」について

○今後、経済社会のデジタル化（サービスやプロセスのDX）に伴い、経営層や経営企画部門など、IT・セキュリティの専門部署で
はない部署においても、サイバーセキュリティリスクを認識し、自律的に対策を実施することが求められます。

このため、必ずしも現時点でITやセキュリティに関する専門知識や業務経験を有していない様々な人材にも、あらゆる場面で企
業内外のセキュリティ専門人材との協働が求められることが想定されます。

⇒2021年9月に閣議決定した「サイバーセキュリティ戦略」において、こうした協働を行うに当たって必要となる知識として、時宜に応
じてプラスして習得すべき知識を、「プラス・セキュリティ知識」と整理しました。本戦略に基づき、政府として、プラス・セキュリティ知
識を補充できる人材育成プログラムの市場形成・発展に取り組むこととしています。
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セキュリティ関連業務
への関与度合い

デジタルとの関わり
が広がり、
専門人材との協働が
求められる人材

 DX進展の中で、特にDXを進めている事業部門や
経営企画部門等において、セキュリティ関連業務と
の関与が増加していく。

 様々な人材層・部門において、専門人材との協働
が求められる。（協働のためには、互いの領域への
相互理解が前提となる。）

＜概念共有のためのイメージ図※＞
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※ 本イメージ図は、用語の考え方について強調すべき点を共有するための資料として、イメージを大まかに記した資料であり、本内容につき精緻化等を図るためものではない。
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４．４．２ 人材の確保、育成、活躍促進

（１）「DX with Cybersecurity」に必要な人材に係る環境整備

①「プラス・セキュリティ」知識を補充できる環境整備

経営層や、特に企業・組織内でDXを推進するマネジメントに関わる人材層をはじめとして、ITやセキュリティに
関する専門知識や業務経験を必ずしも有していない様々な人材に対して「プラス・セキュリティ」※知識が補充され、
内外のセキュリティ専門人材との協働等が円滑に行われることが、社会全体で「DX with Cybersecurity」を推進し
ていく上で非常に重要である。同時に、経営層の方針を踏まえた対策を立案し実務者・技術者を指導できる人材の
確保に向けた取組も重要であり、これらの取組により「戦略マネジメント層」の充実を図る。

しかしながら、ITリテラシーや「プラス・セキュリティ」知識に係る研修・セミナー等の人材育成プログラムは、
社会的に必ずしも普及していないと考えられる。このため、環境整備の一環として、人材育成プログラムの需要と
供給に係る対応を双方行い、市場の形成・発展を目指していく。

需要に係る観点からは、「DX with Cybersecurity」に取り組む様々な企業・組織内において、これまで専門知識
や業務経験を必ずしも有していない人材（経営層を含む）が、今後デジタル化に様々に関わるためにITリテラシー
や「プラス・セキュリティ」知識を補充しなければならない必要性は増しており、潜在的な大きな需要が存在する
と考えられる。このため、様々な企業・組織において、人材育成プログラムを受講する呼びかけ等が行われること
や、職員研修等の機会が提供されることが重要であり、こうした需要の顕在化につながる取組を企業・組織等に促
す普及啓発を、国や関係機関・団体が先導して行う。

また、国や人材育成プログラム等を提供する関係機関・企業・教育機関等が、先導的・基盤的なプログラム提供
を図ることに加え、趣旨に適うプログラムを一覧化したポータルサイト等を通じて官民の取組の積極的な発信を行
うなど、企業・組織の需要者からみて供給側の一定の質が確保・期待される仕組みの構築を図る。これとあわせ、
対策推進に向けた専門人材との協働等に資するよう、法令への理解を深めるツール等の活用促進を図る。

※ 別項において、「ITやセキュリティに関する専門知識や業務経験を必ずしも有していない場合にも、社内外のセキュリティ専門家
と協働するにあたって必要な知識として、時宜に応じてプラスして習得すべき知識」と定義。

＜参考＞「サイバーセキュリティ戦略」（2021年9月28日閣議決定）抜粋


